
応
急
軽
度
家
事
援
助
事
業

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

ら
し
の
高
齢
者
な
ど　

容
炊
事
、
洗

濯
、
掃
除
な
ど
簡
易
な
日
常
生
活
の
援

助　

料
80
円
／
30
分
（
１
カ
月
11
時

間
以
内
）

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

 

14
ペ

ー
ジ
）

生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
サ
ー
ビ
ス

対
生
活
機
能
の
低
下
が
認
め
ら
れ
、

要
介
護
・
要
支
援
の
状
態
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
高
齢
者
（
認
定
者
は
除
く
）

で
、
家
事
な
ど
の
基
本
的
な
生
活
習
慣

が
十
分
で
な
い
人　

※
家
族
介
護
者
の

心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
の
利
用

も
可
能
で
す
。 

容
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
宿
泊
し
、
生
活
習
慣
な
ど
の
指
導
、

体
調
の
調
整
を
図
る
サ
ー
ビ
ス
▽
利
用

日
数
：
年
21
日
ま
で　

所
養
護
老
人

ホ
ー
ム
鳥
取
市
な
ご
み
苑
（
的
場
二
丁

目
１
）
料
▽
基
本
料
：
７
０
８
円
／

日（
１
泊
２
日
は
２
日
間
と
し
て
計
算
）

▽
食
事
料
：
朝
食
３
８
０
円
、
昼
・
夕

食
５
０
０
円

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

 

14
ペ

ー
ジ
）

虐
待
高
齢
者
保
護
サ
ー
ビ
ス

対
生
命
に
危
機
が
認
め
ら
れ
る
虐
待

の
被
害
を
受
け
て
お
り
、
ほ
か
に
頼
る

べ
き
親
族
な
ど
が
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
高
齢
者
な
ど　

容
虐
待
の
被
害
を

受
け
、
加
害
者
か
ら
離
れ
た
方
が
よ
い

高
齢
者
を
、
施
設
で
一
時
的
に
保
護　

料
▽
基
本
料
：
３
カ
月
間
は
無
料
、

そ
れ
以
降
は
７
０
８
円
／
日
▽
食
事

料
：
３
カ
月
間
は
朝
食
１
９
０
円
、昼
・

夕
食
２
５
０
円
、
そ
れ
以
降
は
朝
食
３

８
０
円
、
昼
・
夕
食
５
０
０
円

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

 

14
ペ

ー
ジ
）

家
族
介
護
者
の
集
い 

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心

の
あ
る
人　

容
調
理
実
習
「
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
パ
ン
作
り
」　

時
12
月
16
日

（
水
）
10:

00
〜
13:

00　

所
福
祉
文

化
会
館
５
階
調
理
室　

料
２
０
０
円 

員
20
人　

※
先
着
順　

募
12
月
14
日

（
月
）
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
市

役
所
駅
南
庁
舎
鳥
取
中
央
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
内
）

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
７

家
屋
の
取
り
壊
し
・
用
途
変
更

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
を

基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
12
月

31
日
ま
で
に
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
取
り
壊
し
た
場
合
、
ま
た
は
住
宅
か

ら
事
務
所
・
店
舗
・
倉
庫
に
変
わ
っ
た

な
ど
家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
場
合

は
、
住
宅
用
地
に
対
す
る
税
負
担
軽
減

の
特
例
が
適
用
ま
た
は
解
除
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
急
に
左
記
へ

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
法
務
局

に
滅
失
・
表
示
変
更
登
記
を
し
た
場
合

は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
固
定
資
産
税
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
２
４

除
雪
に
関
す
る
お
願
い

【
市
道
の
除
雪
に
つ
い
て
】

　

本
市
で
は
、
バ
ス
路
線
を
中
心
に
市

道
の
除
雪
を
行
っ
て
い
ま
す
。
生
活
道

路
な
ど
自
宅
周
辺
の
雪
か
き
に
つ
い
て

は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
除
雪
車
が
家
の

前
や
歩
道
に
除
雪
し
た
雪
を
積
み
上
げ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
路
上
駐

車
は
除
雪
作
業
に
支
障
を
き
た
す
の

で
、
お
や
め
く
だ
さ
い
。

【
凍
結
防
止
剤
に
つ
い
て
】

　

凍
結
し
や
す
い
橋
や
坂
道
付
近
に

「
凍
結
防
止
剤
」
を

置
い
て
い
ま
す
。
路

面
が
凍
結
し
た
と
き

な
ど
に
は
ご
自
由
に

お
使
い
く
だ
さ
い
。

【
木
の
剪せ

ん
て
い定
に
つ
い
て
】

　

昨
年
度
は
市
道
沿
い
の
木
や
竹
が
折

れ
た
り
、
雪
の
重
さ
で
垂
れ
下
が
っ
た
り

し
て
道
を
ふ
さ
い
で
し
ま
い
、
通
行
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
所
有
者

は
木
の
剪
定
や
伐
採
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
役
所
本
庁
舎
道
路
管
理
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
２
６
１

各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

事
故
ゼ
ロ
へ

　
　

心
を
つ
な
ご
う　

手
を
つ
な
ご
う

時
12
月
14
日
（
月
）
〜
23
日
（
水
） 

容
運
動
の
重
点
▽
飲
酒
運
転
の
根
絶

〜
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
運
動
（
飲
食
店

な
ど
で
飲
酒
し
な
い
運
転
役
の
「
ハ
ン

福　祉

情報ひろば Inform
ation

お知らせ
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ド
ル
キ
ー
パ
ー
」
を
決
め
、
店
側
も
そ

の
人
に
酒
類
を
提
供
し
な
い
運
動
）
の

推
進
〜
▽
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
▽

反
射
材
の
使
用
と
前
照
灯
の
早
期
点
灯

の
徹
底
▽
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底

問
市
役
所
本
庁
舎
協
働
推
進
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
８
２

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

対
12
月
31
日
現
在
で
製
造
業
を
営
む

事
業
所
に
工
業
統
計
調
査
を
実
施　

※
12
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
役
所
本
庁
舎
総
務
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
５
６

共
同
住
宅
施
設
な
ど
の 

地
デ
ジ
化
助
成
制
度

容
共
同
住
宅
（
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ

ョ
ン
）
内
の
共
同
受
信
施
設
な
ど
の
地

上
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
し
て
の
助
成　

対
施
設
の
地
上
デ
ジ
タ
ル
化
対
応
に

お
い
て
、
経
費
負
担
が
過
重
と
な
る
場

合（
１
世
帯
あ
た
り
３
万
５
千
円
以
上
） 

※
助
成
を
受
け
る
に
は
、
改
修
工
事
の

実
施
前
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

受
平
成
22
年
１
月
15
日
（
金
）

ま
で
に
、
各
地
域
の
総
務
省
、
ま
た
は

テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
デ
ジ

サ
ポ
）
ま
で　

※
詳
し
く
は
、
デ
ジ
サ

ポ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://dig

isuppo.

jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
▽
デ
ジ
サ
ポ

助
成
金
相
談
窓
口 

（
０
５
７
０
）

０
９
３-

７
２
４
（
平
日
９:

00
〜

18:

00
）
▽
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
、
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
が
つ
な
が
ら
な
い
場
合 

（
０

３
）
５
６
２
３-

３
１
２
１

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
情
報
政
策
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
８
７
２

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の 

登
載
申
請

条
本
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
２
年
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
次
の

ど
ち
ら
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と 

①

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
所
有
・
借
り

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

受
け
し
、
耕
作
の
業
務
を
営
む
人 

②

①
の
人
と
同
居
す
る
親
族
ま
た
は
配
偶

者
で
、
耕
作
に
従
事
す
る
日
数
が
年
間

お
お
む
ね
60
日
に
達
す
る
と
認
め
ら
れ

る
人　

受
平
成
22
年
１
月
10
日
（
日
）

ま
で
に
、
12
月
上
旬
に
郵
送
さ
れ
る
申

請
書
を
同
封
の
返
信
封
筒
で
返
送

※
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
各
総

合
支
所
産
業
建
設
課
、
Ｊ
Ａ
各
支
店
、

農
業
委
員
会
に
設
置
し
て
い
る
申
請
書

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
こ
の
名
簿
に
登

載
さ
れ
な
け
れ
ば
、
農
業
委
員
の
選
挙

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

問
市
役
所
第
２
庁
舎
農
業
委
員
会
事

務
局（

０
８
５
７
）
20-

３
３
９
３問い合わせ先　市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）

20-3482 ／各総合支所市民福祉課

　70 歳未満の人が入院したときに自己負担
分が高額になった場合、「限度額適用認定証」（住民税非
課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）を
医療機関窓口に提示することで支払いが限度額までとな
ります。自己負担限度額は所得区分によって異なります
ので、あらかじめ国保の窓口に認定証の交付申請をして
ください。 ※保険料を滞納している人や所得を申告して

いない人がいる世帯は交付できない場合があります。

●高額療養費の自己負担限度額
70 歳未満の人

上位
所得者

15 万円
（8 万 3400 円）+

医療費が 50 万円を超え
た場合は、超えた分の 1
㌫を加算

一般 8 万 100 円
（4 万 4400 円）+

医療費が 26 万 7000 円
を超えた場合は、超えた
分の 1 ㌫を加算

住民税非
課税世帯 3 万 5400 円（2 万 4600 円）

※上位所得者とは、国保料の算定の基礎となる基礎控除

後の総所得金額が 600 万円を超える世帯にあたります。

※（　）は過去 12 カ月以内に 4 回以上高額療養費の支給

があった場合の 4 回目以降の限度額です。

入院したときの 
医療費負担額が軽減

問い合わせ先　鳥取社会保険事務所 （0857）27-8311

「日
に っ ぽ ん

本年
ね ん き ん

金機
き こ う

構」が来年
1 月 1 日からスタート！
　社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」
として生まれ変わります。
●現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金

事務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓
口として引き続きご利用いただけます。また、「年
金事務所」は、現在ある社会保険事務所の建物をそ
のまま使用しますので、所在地に変更はありません。

●日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や
社会保険事務所の名義でご案内していた各種の関係
書類は、内容により今後は厚生労働省または日本年
金機構の名義でご案内させていただきますが、国民
のみなさまに何らかの手続きをしていただくことは
一切ございません。

●日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業
務を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制
度は、国の制度として財政や運営に国が引き続き責
任を持つことについては、これまでと変わりません。

社会保険庁

平成 22 年 1 月 1 日

日本年金機構

厚生労働省

公的年金の
運営業務

公的年金の
財政・運営責任

廃止
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